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第32回国民経済計算体系的整備部会 議事録 

 

 

１ 日 時 令和４年10月19日（水）10:00～11:25 

 

２ 場 所 遠隔開催（Ｗｅｂ会議） 

 

３ 出席者 

【委  員】 

福田 慎一（部会長）、櫨 浩一（部会長代理）、伊藤 恵子、川﨑 茂、白塚 重典、 

菅 幹雄 

【臨時委員】 

宮川 幸三、山澤 成康 

【専門委員】 

小巻 泰之、斎藤 太郎、新家 義貴、滝澤 美帆 

【審議対象の統計所管部局】 

  内閣府経済社会総合研究所：酒巻総括政策研究官、多田国民経済計算部長、 

尾﨑企画調査課長、山岸国民生産課長 

【審議協力者】 

  総務省、財務省、東京都 

【事務局】 

（総務省） 

統計委員会担当室：萩野室長 

 

４ 議 事 

（１）新型コロナウイルス感染症の影響への各種対応の検証等について 

（２）ＱＥにおける供給側推計品目の細分化等について 

 

５ 議事録 

○福田部会長 それでは、定刻となりましたので、ただ今から第32回国民経済計算体系的

整備部会を開催させていただきます。 

 本日は、宮川臨時委員が遅れて御参加予定です。 

 本日の議事は、議事次第のとおりです。配布資料の確認は省略させていただき、早速審

議に入ります。議事１「新型コロナウイルス感染症の影響への各種対応の検証等について」

です。 

 それでは、内閣府から御説明をお願いいたします。 

○多田内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 おはようございます。内閣府でござ

います。 
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 資料１に基づきまして、御説明を申し上げます。新型コロナウイルス感染症の影響への

各種対応の検証ということで、資料にございますが、今回、本日大きく３つの論点という

ことで御説明を申し上げたいと思います。 

 早速ですが、１ページでございます。まず、最初のテーマですが、季節調整における異

常値処理の検討でございます。既にこれまで本部会で御説明してまいりましたことと少し

重複がございますけれども、経緯も含めて御説明を申し上げたいと思います。 

 まず、経緯の部分でございますが、新型コロナ感染症拡大が始まりました2020年１－３

月期以降のＱＥにおきまして、かつてのリーマンショック時の経験も踏まえまして、大半

のＧＤＰの需要項目につきまして、先天的な形で暫定的な異常値処理、具体的にはAdditive 

Outlier、加法的外れ値というダミーを設定してまいりました。 

 このリーマンショック時の経験というのは、※印１のところに書いてございます。リー

マンショック当時のＱＥ、速報期間において異常値処理を行わなかったということで、季

節調整を行う際に、大きな変動を季節性という形で認識して、過去の成長率がＱＥの公表

のたびに連続的に改定されるというような事象が発生しまして、一方で、仮に暫定的な形

で異常値処理を行えば、過去の成長率の改定が抑えられただろうというようなことを当時

研究いたしておりました。このような形で、新型コロナウイルス感染症拡大が始まった際

には、先ほど申し上げたように、先天的な形で暫定的なダミーを置いたということでござ

います。 

 ２つ目のパラグラフでございますが、この処理によりまして、過去の成長率の改定とい

うのは実際抑えられてまいりました。一方で、2020年以降の動きの大部分が異常値処理と

して扱われて、本来行うべき季節変動の抽出、あるいはその調整というのが行えない面が

ございました。また、振り返りますと、系列によりましては、通常と異なる大きな変動が

発生しているとは言い難いものもございました。 

 毎年、ＳＮＡにおきましては、年末に年次推計を出す際、それを取り込む７－９月期２

次ＱＥの際に、異常値処理を含めて季節調整のモデルを毎年１回見直していますけれども、

ちょうど去年の年末が年次推計というタイミングでございまして、昨年の７－９月期２次

ＱＥの際に、季節調整におけるこの異常値処理を見直して変更いたしました。それまで各

四半期の大半の項目にＡＯダミーを置いていたわけですけれども、去年の７－９月期の２

次ＱＥの時点以降ということで、大きく３つに峻別されました。 

 一つは、2020年１－３月期以降全ての期でダミーが外れた系列、２つ目としまして、Ａ

Ｏダミーが一部の期に残った系列、３つ目が、ダミーは残るのですけれども、ダミーの種

類というのが、ＡＯダミーではなくて、例えば、ＴＣという減衰的外れ値であったり、Ｌ

Ｓという水準変化であったりという形に変更されたものということで、この３つに大きく

分かれまして、それに基づいて現在は季節調整系列というものを作成しているということ

になります。 

 赤枠のところですけれども、今般の検討ということで、今回、コロナウイルス対応とい

うことで行いました異常値処理に関連しまして、改定に与えた影響などを検証しまして、

今後、速報時点における暫定的な異常値処理の在り方について検討いたしました。 
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 若干結論を先取りしますと、２つ目のパラグラフにございますけれども、速報期間の異

常値を先天的な形で何か置くというわけではなくて、各ＱＥの時点におきまして、Ｘ－12

ＡＲＩＭＡの予測機能、これを用いた予測系列から外れ値となる場合に、暫定的なダミー

を置くという手法に変更してはどうかという案を検討いたしました。 

 この検討に際しまして、※印４にありますように、経済社会総合研究所の職員の方でも

ろもろ研究いたしまして、その成果もホームページに公表いたしておりますけれども、こ

れに基づいた御説明を行わせていただきたいと思ってございます。 

 ２ページ目でございます。具体的な御説明に入ります。異常値ダミーの設定の違いによ

りまして、改定にどういった影響があったのか事後的に検証ということで、リビジョンス

タディーを行っております。 

 以下、御説明でいろいろなことが出てくるのですけれども、※印にありますように、先

ほど御説明した2021年７－９月期２次ＱＥの際、去年の年末に設定したダミーは、変更後

ダミーということで呼ばせていただきます。 

 リビジョンスタディーのやり方ですけれども、2021年７－９月期２次ＱＥの原系列の時

系列のデータを用いまして、以下の①から③に掲げている３つのパターンについて、2020

年１－３月期以降、毎期毎期データを追加していき、季節調整を行って、それが結果とし

てどのように系列の前期比が改定していくのかを見るという作業でございます。 

 この後のプレゼンテーションで、論文の中でも書かれていますものの一例としまして、

財貨の輸出というものを使って御説明することになりますけれども、その財貨の輸出につ

いて申し上げますと、コロナが始まりまして、暫定的に毎期ＡＯダミーを置いていたとい

うのが現状です。去年の７－９月期の２次ＱＥの段階でダミーを見直して、結果として2020

年の第２四半期と第３四半期の２つの四半期にダミーが残ったというような系列でござい

ます。 

 これを例に少し御説明を申し上げますけれども、３つのパターンというのは、まず一つ

目でございますけれども、この検証を行う際に、2020年１－３月期以降の対応する期に変

更後ダミーを入れる場合ということで、これをsetダミーといいます。先ほどの財貨の輸出

の例で申し上げますと、2020年Ｑ１は特にダミーを置かず、2020年Ｑ２のデータが入った

ところで、その期にダミーを置く。2020年Ｑ３についても、その期が入ったところでダミ

ーを置く。Ｑ４以降につきましてはダミーを置かないということで、そういった形でその

系列の改定状況を見ていくというものでございます。 

 ②というのが、2020年１－３月期以降の全ての期にダミーを入れまして、最後の期、こ

のスタディーでは2021年の７－９月期の段階ということになりますけれども、最終期に変

更後ダミーとするということで、これをallダミーと呼ばせていただいております。先ほど

の輸出の例でいきますと、毎期毎期ＡＯダミーを置くのですけれども、最後の期のデータ

が入ったところでダミーを見直して、2020年のＱ２とＱ３にＡＯダミーを残すという変更

をするものでございます。 

 ③が逆でございまして、2020年１－３月期以降一切ダミーを入れないで、最後の７－９

月期のデータが入ったところで、変更後ダミーとするということで、これは便宜上、noダ
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ミーと呼ばせていただいております。 

 左下の表が、財貨の輸出の場合の表になります。表の見方としては、例えば、表側のと

ころにある真ん中の少し上の2020年１－３月期というところを見ていただきたいのですけ

れども、まず、これは最初の2020年Ｑ１の段階では、マイナス0.9％という前期比の伸び率

ということになります。 

 これが、2020年Ｑ２のデータが入って、noダミーということで、ダミーを置かないケー

スですけれども、これがマイナス3.0％と改定をされます。 

 Ｑ３が入りますと、今度はマイナス0.4％という成長率の伸び率に改定されまして、そう

いう形で続いていって、最終的に2021年Ｑ３の段階でマイナス1.5％という形になると。そ

のような改定のパスになります。 

 その改定の大きさなどを評価する観点で、指標を３つ設けて検討しておりまして、右下

になります。指標１、２、３とございますけれども、まず、指標１というのは、それぞれ

の期について、伸び率が最大のところと最小のところの差の絶対値を見るということで、

先ほどの2020年１－３月期でいきますと、一番高い伸び率は真ん中のプラス0.3％、一番低

い成長率が、伸び率が左から２番目のマイナス3.0％ということで、おおむねこの指標とし

ては3.3ポイントになるというようなことでございます。 

 指標の２というのが、毎期ごとの改定の絶対値平均を取るというもので、やはり2020年

１－３月期の例を取りますと、マイナス0.9％からマイナス3.0％の改定幅、マイナス3.0％

からマイナス0.4％への改定幅、そういったものを平均していくというものでございます。 

 指標３というのが、直近期からの改定幅が最大のところに着目するというものでござい

まして、やはり同じく2020年１－３月期を例に取りますと、横で見ていきますと、2020Ｑ

２時点から2020Ｑ３時点への改定、マイナス3.0％からマイナス0.4％、大体差分でマイナ

ス2.7ポイントぐらいございますけれども、ここが一番大きくなるということで、そういっ

た形で改定状況というものを評価する指標というものを作ってみました。 

 それを踏まえまして、３ページでございます。やはり同じ財貨の輸出の例ということに

なりますけれども、下半分のところで、それぞれ①から③、setダミー、allダミー、noダ

ミーということで、結果をまとめております。一番下の行が、各期の平均ということにな

ります。 

 これを見ていただきますと、まず一つ分かることとしましては、右端のnoダミーの場合

は、指標１、２、３、どれで評価をいたしましても、ほかのケースに比べて改定が大きい

ということが分かるかと思います。 

 続いて①と②の比較ということでありますと、こちらについてはおおむね違いはないか

なということでございます。指標１、２のみ注目しますと、若干allダミーの方がsetダミ

ー、①よりも少し改定幅が小さいということはありますけれども、おおむね似通っている

かと思います。 

 もう一つの特徴点としましては、②のallダミーのケースにおいて、最大の改定がいつ起

きているかということに着目して、縦長の赤枠が付いているところなのですけれども、①

とか③のケースは一応複数の期にまたがっているのですが、②allダミーのケースは、2021
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年Ｑ３というところで最大の改定が起きるというような形になります。つまり、大きい改

定がそこで集中するということでございます。このような特徴があるということです。 

 続きまして、４ページでございますけれども、このような検証の結果、まず、総論とし

まして、③noダミーよりは、①setダミー、あるいは②allダミーの方が全体としての改定

は小さくなる。これは先ほど申し上げたことと共通しております。 

 同じく２つ目のチェックマークですけれども、②allダミーの場合は、今回のリビジョン

スタディーでは2021年７－９月期に大きな改定が発生するということでございます。 

 実際に、昨年の７－９月期２次ＱＥでダミーを見直してという話は冒頭申し上げました

けれども、やはりその際、系列によりましては、大きな改定が行われたということで、実

際起きたことをこのスタディーでも確認をしているということになります。 

 この結果について、冒頭、2021年７－９月期２次ＱＥ以降で３つのパターンに類型化、

峻別されますという話を申し上げましたけれども、それごとにまとめますと、まず１番目、

ダミーが結果的に2020年１－３月期以降全て外れた系列ということにつきましては、仮に

最初の段階、リアルタイムの段階から、一切ダミーを入れないという扱いができていれば、

2021年７－９月期で一度に大きな改定が発生するということは避けられたのではないかと

いうことでございます。 

 ２つ目のパターンとして、異常値、ＡＯダミーが一部の期に残った系列、結果として残

った系列についてですけれども、やはりnoダミーというのは望ましくないだろうと。可能

であれば、あらかじめsetダミーということができているとするならば、平均的な改定は小

さくなりますし、先ほど申し上げたように、2021年７－９月期のところで大きな改定が一

度に生じるということは避けることができるのではないかということです。 

 ３つ目は、ダミーが残るのですけれど、結果としてダミーの種類がＡＯからＴＣとかＬ

Ｓに変更された系列ということです。これは、可能であればできるだけ早期にＡＯからＬ

ＳとかＴＣという形に変更できるということが望ましいのですが、これはやはりデータが

ある程度蓄積してまいりませんと検出できないという制約がございます。それでもやはり

noダミーという形でやるよりは、allダミーという形でＡＯを各期に置くという方が改定

を抑えることができるだろう、実務的な観点でそうだろうということにもなります。 

 こうしたことを踏まえまして、暫定的なダミー設定の改善に関する含意といたしまして、

可能であれば、我々が当時実施していたようなallダミーよりも、当初からsetダミー、あ

るいはそれに近い形のダミーを入れることができれば、それが望ましいのではないかとい

うことでございます。 

 そういったことを踏まえて、速報期間の異常値設定の改善方法として、Ｘ12－ＡＲＩＭ

Ａの予測機能から出てくる予測系列、これから外れる場合に暫定的なダミーを置く手法を

検討いたしました。 

 ５、６ページというのがその内容になりますけれども、まず、５ページでございます。

コロナ禍ということで、コロナが始まる前の2019年10－12月期、これを起点といたしまし

て、Ｘ12－ＡＲＩＭＡの予測機能から出てくる予測系列、これで信頼区間というものを作

りまして、それと実際の系列、計数との比較をするということです。 
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 具体的に、右にグラフがございます。2019年10－12月期のところで枝分かれして破線が

２つ広がっていますけれども、これが信頼区間ということになります。実際の系列が実線

ですけれども、2020年４－６月期、７－９月期のところでひし形のマークを付けています。

これが要するに、区間から外れているということになりますけれども、このやり方ですと、

ここにＡＯダミーを置いたらいいのではないかとなるということです。実際に、この系列

の変更後ダミーというのは、先ほど申し上げましたように、2020年のＱ２、Ｑ３ですので、

ちょうどこれは一致しているということになります。 

 検証結果というところですけれども、いろいろな系列で、輸出に限らず検証いたしまし

たけれども、この予測系列の信頼区間から外れた場合にＡＯダミーを入れることとした場

合は、setダミー、あるいは変更後ダミーということですけれども、それに近い結果となる

可能性が高いということが分かりました。もちろん完全に一致するというわけではなくて、

幾つかの系列につきましては、若干ダミーの置き方が、このやり方でやった場合と事後的

な結果ということでは若干ずれるケースもございますけれども、おおむね一致していると

いうことでございます。 

 続きまして、６ページでございます。例えば、今回のコロナ感染拡大というエピソード

につきましては、大きな経済変動が起きるということが事前にある程度想定されたという

ケースだと思います。具体的には、2020年１－３月期の推計というのは2020年４月後半か

ら行うわけですけれども、その時点では、海外のロックダウンが起きていた、あるいは日

本の場合だったら、緊急事態宣言が発令されていたということで、大きな経済変動が起こ

るだろうということは、ある程度予見可能であったということです。逆に言いますと、必

ずしも大きな経済変動が起きるということを事前に毎回予測できるとも限らないというこ

とでございまして、代替的なやり方としまして、各期、推計していくに当たりまして、常

に前の期、前期を起点に予測系列というものを作って、そこからその信頼区間から外れて

いるかどうかということをもって、ダミーを入れるということを検討するというやり方で

ございます。 

 右に同じようなグラフを作ってございます。2019年の10－12月期から太い破線が枝分か

れして、実線が間に収まっているというのは、これは先ほどのページと同じです。次に、

2020年４－６月期を推計するに当たっては、2020年１－３月期を起点として、細い破線が

枝分かれしていると思いますけれども、これが信頼区間なのですが、実際の系列はそれを

外れて下回っているということで、ひし形のマークが付いています。同じようなことを毎

期逐次行っていくというやり方でございます。 

 このケースでも、先ほどと同じなのですけれども、2020年のＱ２、Ｑ３にＡＯダミーを

置くということが、このやり方であればそうなるということで、結果として変更後ダミー

と一致するということでございます。 

 検証結果のところで、ほかの系列も含めていろいろ検証いたしております。先ほどの2019

年10－12月期時点の予測系列を用いた場合に比べて、若干ダミーの置き方が変更後ダミー

とずれるものというのは増えますけれども、必ずしも多くはないということでございます

し、事後的な改定というものを評価しましても、改定が目立って大きいものというのは、
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この総固定資本形成の形態別のうち、「その他の機械設備等」といったところになっていく

ということでございます。 

 このようなことを踏まえまして、今後の方針でございますけれども、速報期間の異常値

処理につきまして、今回コロナウイルス感染症の対応としてやった先天的な形での設定と

いうことではなくて、各ＱＥ時点でＸ12－ＡＲＩＭＡの予測系列から外れ値となる場合に

暫定的なダミーを置くという手法を用いることで、事後的な改定という意味においては、

より望ましい結果が期待されるのではないかということでございます。 

 本日の御議論もございますし、実際にそういうふうに移行していくとなりますと、統計

利用者とのコミュニケーションということも必要になると思いますので、可能なＱＥのタ

イミング以降ということになりますけれども、これまで御説明したような異常値処理の設

定方法を適用してはいかがかという御提案でございます。 

 ※印に書きましたけれども、今回、コロナウイルス感染症対応では、この期にこういう

ダミーを置きますということを事前にアナウンスをしておりましたし、基本的にＱＥを作

る際に、ダミーを置く場合というのは、先天的に置くやり方ですので、こういうダミーを

置きますという形のアナウンスをしてございますけれども、今回御説明したやり方という

のは、やはり原系列を推計した上でダミーを置く必要性というものを検証する必要があり

ますので、異常値処理の設定につきまして、どういう異常値処理を置くのかということに

ついて、事前でのアナウンスというのはなかなか難しく、事後的にＱＥを公表する際、毎

回毎回のＱＥの公表資料の中で、こういうダミーを置きましたということを公表していく

ということになるかと思います。つまり、ルールを事前に公表して、結果は事後に計数と

同時に公表すると。そういうイメージでございます。 

 もちろん速報期間の暫定的なダミーの置き方の議論でございますので、なお書きのとこ

ろにありますけれども、こういう形で設定する暫定的なダミーの妥当性というのは、当然

ながら、事後的にデータを蓄積して、年次推計を取り込む７－９月期２次ＱＥの段階で検

証、必要な変更を行うということで、その後も定期的な検証を行っていく流れを考えてご

ざいます。 

 これがまず１点目でございます。 

 続きまして、７ページで、これが２つ目の論点となりまして、少し内容としては毛色が

変わってまいりますけれども、年次推計における一部品目の配分比率の見直しというテー

マでございます。これも従前、このＳＮＡ部会に御報告させていただいている件のフォロ

ーアップということになります。 

 新型コロナウイルス感染拡大ということで、通常のコモディティ・フロー法、こちらは

各品目につきまして、国内で供給されたものがどれぐらい中間消費に回るか、あるいはど

れぐらい最終消費に回るかといったような配分比率というのもありますけれども、通常の

コモ法というのは、前年の配分比率を固定して推計をするというものでございます。 

 ただ、コロナウイルス感染症の感染拡大ということで、需要構造が短期的に大きく変動

するような場合には、実態を捉え切れないおそれがあるということで、昨年行いました2020

年の第一次年次推計におきましては、酒類、と畜・畜産食料品について御説明し、これら
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について配分比率を見直す取組を実施いたしました。 

 括弧内にありますけれども、具体的には、これらの品目について、供給側推計、あるい

は需要側推計、この２つを統合したＱＥの該当品目の家計消費の伸びから家計消費を推計

して、配分比率を事後的に設定するというやり方でございました。 

 これは結果も含めて御報告してまいったとおりですけれども、これを導入するに先立ち

まして、2021年７月のＳＮＡ部会におきまして、この方針を御報告して、第一次年次推計

のやり方としてはということで御了承いただきましたけれども、やはり需要側統計の伸び

率に依拠している部分がこのやり方だとあるということで、これに依拠しない手法につい

ても検討すべきという御意見をいただいてまいりました。 

 今年の１月に、この関連で、あくまで暫定的な試みではございましたけれども、より広

範な家計消費の品目を対象に、需要側統計の伸び率で推計してみる場合と、シェアの変化

で推計してみる場合ということで試算をお示ししましたけれども、あまり両者に大きな違

いがなかったというところもございまして、引き続き、まずは今年の年末に公表予定の2020

年の第二次年次推計に向けて、需要側統計の伸び率に依拠しない形での何か手法の改善が

できないかということを検討してまいりました。 

 あと、※印のところですけれども、電力はコモ法の中でも例外的な品目でございまして、

需要側推計値、家計調査などを用いて、まず家計消費を推計して、事後的に中間消費、あ

るいは配分比率が決まってくるという品目でございます。こちらについては、部会の方で

も、ほかのデータを使ってみて、それとの比較検証も必要なのではないかという御指摘を

いただいてきたところでございます。これも後ほど御説明をいたします。 

 ８ページでございます。今申し上げた酒類とと畜・畜産食料品ということでございます

けれども、まず、酒類から参ります。酒類につきましては、小売のいろいろな業態がござ

います。例えば、スーパー、コンビニエンスストア、百貨店等々ということですけれども、

それぞれ各業態について様々なデータを収集しまして、消費の伸び率というものを算定い

たしました。具体的にはＰＯＳデータ、※印１になりますけれども、2022年初頭ぐらいま

で、経済産業省がＭＥＴＩ－ＰＯＳという形で、ＰＯＳデータの集計、公表を行っており

ました。その中で、例えば、スーパー、コンビニエンスストアにおけるアルコール飲料と

いうことでの販売金額指数が取れるということで、活用してございます。そのほか、もろ

もろの統計情報、あるいは業界情報というのを使っております。 

 ２つ目のパラグラフになりますけれども、それをウェイト統合するために、業態別の販

売額シェアというものを、この場合は国税庁のデータですけれども、そこから算定して加

重平均をいたしました。 

 結果のところですけれども、この酒という品目について、第一次年次推計のときの家計

消費の伸び率というのは、マイナス0.4％ということでございました。参考までに、明朝体

にあります、需要側統計である家計調査と世帯数によってこの消費の伸びを見てみると、

９％台半ばということになります。先ほど御説明した様々なデータを駆使してやるやり方

でありますと、これらの中間ぐらい、暫定的ではありますが、４％ぐらいの伸びになるこ

とが見込まれております。 
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 振り返りますと、2020年は、やはり外出制限あるいは自粛といった中で飲食店での酒の

消費はかなり減ったというのは当然のことですけれども、他方で、いわゆる家飲みと言わ

れたような形で、家庭内での消費というのが増えたということも指摘されておりますので、

そういったこととは整合的なのかなと思っております。 

 このやり方ですと、消費の方の配分が増えて、中間消費の方の配分が減り、この品目を

通じたという意味において、付加価値の上方改定要因になる見込みということでございま

す。この品目に限っていますので、そこまで大きく変わりませんけれども、そういった改

定要素になる見込みということでございます。 

 ２つ目のと畜・畜産食料品もほぼ同様でございます。この品目の各小売の業態、スーパ

ー、百貨店、専門小売店などということにつきまして、やはり各種の業界統計や、ＰＯＳ

データですとか、様々な調査から家計消費の伸び率というものを推計しております。 

 例えばスーパー、これが販売形態の主力ですけれども、チェーンストア協会のデータの

中で畜産品の売上が分かりますので、そういったものを活用しているということでござい

ます。これをやはり同じように、業態別のシェアということで加重平均をいたしました。

結果として、やはりこの品目についてですけれども、第一次年次推計時の家計消費はプラ

ス2.4％でございました。参考までに、家計調査、世帯数から類推した対応品目の消費とい

うのは９％強ということでございまして、このやり方でやりますと、暫定的ではあります

が、やはり間ぐらいに収まりまして、大体６％ぐらいということで、酒類と同じような形

の伸びになることが見込まれております。 

 続きまして、９ページでございます。こちらは、先ほど申し上げました電力についてで

ございます。現行の推計のやり方は、先ほどの繰り返しになりますけれども、資源エネル

ギー庁の統計ですが、電力調査統計などから、まず出荷、具体的には売上高ということに

なりますが、それを用いて推計するとともに、一方で、家計調査などによりまして家計消

費というものを推計して、中間消費は差額として出てくると。配分比率も結果として出て

くるということでございます。 

 このやり方に伴う結果を検証する、比較考量する代替的なやり方としまして、①番②番

と２つ書いていますけれども、電力統計は様々ございますので、これを精査いたしまして、

中間消費の動きを把握してみようというものです。②番ですけれども、これはＳＮＡの中

の生産側のＧＤＰを推計する付加価値法というのがありますけれども、それで中間投入と

いうものを求めてまいりますので、この付加価値法の推計から電力という品目の中間投入

を推計し把握する可能性という、この２つでアプローチをいたしました。 

 まず、①の電力統計ですけれども、これは電力取引報というデータが2016年あたりから

公表されています。電力自由化に伴って出てきたデータになりますけれども、この中で特

別高圧、高圧、低圧電力、あと、電灯という形で、その契約形態別の販売金額が取れます。

この中で特別高圧、高圧、低圧電力というのは、中間消費を近似し得るだろうと考えられ

ます。電灯というのは、もちろん一般家庭で使っているのですけれども、事務所や店舗も

契約している形態でございます。ここでは、おおむね特別高圧から低圧電力というものを

見ることで、中間消費を近似していると考えております。これを算出しますと、中間消費
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相当の伸び率としまして、概ねマイナス12％弱ぐらいということになります。現行のＳＮ

Ａの方法で中間消費を算定しますと、暫定的に概ねマイナス11％強ということで、おおむ

ねこの両者は近しい形ということが確認されております。 

 一方で、付加価値法から中間投入というものを推計して、電力の中間投入の伸び率とい

うものを見ますと、マイナスにはなるのですけれども、①で記載した形よりはマイナス幅

が相応に小さい結果となっております。これは中間投入の推計ということで、電力の中間

投入がどれぐらいかというピンポイントの推計はなかなか難しく、様々な基礎データでは

ある程度大くくりの中間投入の項目のみ把握できるという形になりますので、更に詳細に

電力がどれぐらいかというアプローチまでは少し難しいのかなということの裏返しかと思

います。 

 このようなことを踏まえまして、今年行っています2020年の第二次年次推計におきまし

ては、従来どおり、家計調査の情報を用いることとしたいと考えております。一方で、第

１ワーキンググループの際も御説明、御報告をいたしましたけれども、今後は、直近の経

済センサス‐活動調査ですとか、その後に行われる経済構造実態調査の中で、電力あるい

はそのほかの幾つかの品目について、販売先情報というのが把握できるようになると承知

しております。ですので、ほかの電力以外等も含めて、来年以降実施の年次推計において、

この経済センサス‐活動調査、あるいは経済構造実態調査といった情報を使えるかどうか

を検討したいと考えてございます。 

 そのほかとしまして、今回、第二次年次推計を行う際に、いろいろな基礎統計や業界デ

ータも含めて精査をいたしまして、食料品の一部については、家計消費の配分比率の推計

に利用可能だと考えられる情報がありましたので、それを活用しております。第二次年次

推計ですけれども、具体的には米、精米ですとか、冷凍調理食品といったところですけれ

ども、これはそれぞれ農林水産省の統計とか業界統計で、家庭向けか業務向けかという形

の動きが分かるということですので、このようなものを活用してございます。 

 最後、※印のところですけれども、2020年の第二次年次推計についての方法の御報告と

なります。2021年の第一次年次推計につきましては、同じくコロナの影響を受けていた期

間ということで、先ほど御説明した情報が入手できる品目については、申し上げた方法で

推計をしてみようと考えてございます。 

 ２つ目のテーマは以上でございます。 

 最後が10ページでございます。補外と呼んでおりますけれども、１次ＱＥを行う際に、

３か月目の基礎統計がまだ入手できず、補完をしなければいけないということで、その補

外のやり方についての御説明でございます。 

 これまでの経緯等々ですけれども、2020年１－３月期の１次ＱＥ以降、コロナの影響に

よりまして、従来の３か月目の補完方法では捉え切れない動きというのが予見されたため

に、特殊な補外を行ってきましたということです。 

 通常の補外というのは、※印で書いていますけれども、要はトレンドで３か月目を仮置

きしていくというやり方になります。特殊補外というのは、そうではなくて、利用可能な

業界統計、あるいは業界大手の企業のデータというものを用いて、３か月目の仮置きを行
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うというような手法でございます。 

 それを採用してＱＥを推計したということになりますけれども、直近では、今年１月の

ＳＮＡ部会におきまして、特殊補外を行ってきたいろいろな品目について、その時点での

検証結果をお示しして、大きく２つの方向性で今後更に可能な範囲での過去期間の検証も

しながら、検討してまいりますということを申し上げました。 

 一つ目のチェックマークですけれども、特殊補外として行っている方法を通常の方法と

して、ある意味恒久的に採用する方向で検討する品目ということで、鉄道輸送、航空輸送

といったところが並んでおります。 

 ２つ目のチェックマークですけれども、必ずしもパフォーマンスがよくないということ

で、通常補外に戻す方向で検討するもの、あるいは手法の改善を引き続き検討する品目を

掲げておりました。 

 今般、データも幾つか追加しておりますし、可能なものについては過去期間の検証も行

ったということで、現時点での方針を御報告するものでございます。 

 11ページでございます。まず結論でございますが、最初に、特殊補外の結果、パフォー

マンスが相対的に好ましいため、この手法を通常のやり方として恒久的に採用していく品

目でございます。具体的には、酒類、鉄道輸送、航空輸送、宿泊、飲食、娯楽といったサ

ービスになります。これは特殊補外の方が通常の補外の方法よりも、１次ＱＥから２次Ｑ

Ｅへの改定差が小さいという意味合いになるわけですけれども、例えば、航空輸送につき

ましては、コロナ前のデータも入手が可能でございまして、コロナ前、コロナ期間、両方

通じまして、特殊補外の方がパフォーマンスがよろしいということが確認できております。

同じく飲食店につきましても、コロナ前、コロナ期間含めて、やはり特殊補外の方がパフ

ォーマンスが総じて好ましいということでございます。 

 逆に宿泊サービスについては、コロナ期間は圧倒的に特殊補外の方がパフォーマンスが

優れているということですけれども、コロナ前の期間を取りますと、実は通常補外と比べ

てほとんど変わらず、若干劣る程度です。コロナ前、コロナ期間通じて見ますと、特殊補

外の方が好ましいということで、これも特殊補外を採用する方向ということで考えてござ

います。 

 幾つかのバリエーションがありますけれども、判断基準としましては、特殊補外の方が

期間を通じて相対的にパフォーマンスが好ましい場合は、これを恒久的なやり方として採

用していくという案でございます。 

 ２つ目が、少し毛色が変わりますけれども、後ほど資料２で御説明いたしますけれども、

今般、供給側の推計品目の細分化ということを行いますと畜・畜産食料品については、実

は特殊補外のパフォーマンスというのは必ずしも好ましいものではございませんでした。

ただ、細分化しますと、いろいろな基礎統計をそれぞれ当てていく必要があるのですけれ

ども、その基礎統計について、特殊補外で使っていた業界データなどを利用することとい

たしておりまして、そうしますと、１次ＱＥの段階で、３か月目の補外をする必要性のあ

る部分が少なくなるということになりますので、こちらのと畜・畜産食料品につきまして

は、細分化というものの副次的な効果といたしまして、推計を改善していくということを



 -12- 

考えております。 

 ３つ目がその逆ですけれども、統計データ、基礎データの利用が困難になったなどの事

情から、特殊補外を取りやめる品目ということで、具体的には、結婚式場等が当たります

けれども、コロナが始まって以降、業界団体がその業界の企業に対して、コロナウイルス

感染拡大がどういう影響を与えたのかという情報を公表してまいりました。ただ、やはり

事態がだんだん収束してまいりまして、そのデータの公表日が遅くなってしまったという

ことと、公表の頻度も、従前は毎月行っていたのですが、これが隔月という形になりまし

たので、少し利用が難しくなったということで、原則として特殊補外を取りやめることと

しております。 

 12ページでございます。道路旅客輸送とか旅行業については、現在の特殊補外を当面継

続するというものでございます。これは、国土交通省が、コロナウイルス感染拡大が始ま

ってから、業界に与える影響ということでデータを公表してまいりました。このデータを

用いた特殊補外は、パフォーマンスがよいのですけれども、いつかの時点では、この特別

なデータというのは利用できなくなる可能性が高いということで、なくなる際にどういう

形で補外をやっていくのか、あるいは戻していくのかということは引き続き検討していき

たいと思います。 

 今般、補外の方法や方針を少し固めさせていただいて、今後採用していこうと考えてご

ざいますけれども、いずれにしても、補外方法というのは、ある意味不断に、２次ＱＥと

の改定差というのを踏まえながら、必要な改良というのは随時行っていく必要があると考

えてございます。 

 少し長くなりましたけれども、私からは以上でございます。 

○福田部会長 ありがとうございました。 

 ただ今の内閣府からの御報告について、御意見、御質問があれば、よろしくお願いいた

します。 

 白塚委員、お願いします。 

○白塚委員 ありがとうございます。ⅠとⅢについて少しコメントしたいのですけれど、

Ⅰの季節調整は、今回異常値処理することで、より安定的な季節調整ができたという意味

ではよかったと思います。ただ、全てについてoutlierの処理をした方がよかったかはよく

分からないです。時系列データが蓄積すれば、ＡＯダミーの処理した一時的な外れ値を、

水準がシフトしたり、だんだん減衰していくショックだったり、というふうに見直すのは

当然必要になるのかなと思います。 

 いろいろ検討されていて、少し手間がかかりますけれど、大きなショックがあったとき

に全てについてoutlierの処理をするのはいいのかなと思うのですけれども、常にこの方

法をとることがいいのかというのは、もう少し慎重に考えた方がいいのではないかという

のが私の印象で、異常値処理、季節調整の中で置くのは特殊な事例だと思います。今まで

だと、コロナとか、リーマンショックとか、あと、消費税の影響とか、そういうところだ

と思います。全く予見できないものでそういうことが起こるかどうかは、ゼロではないか

もしれないですけれど、非常に確率は低いと思っています。常に毎回こういう形で、予測
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から外れたものに対して異常値を設定するということをした方がいいのかというのは、や

はりこの異常値処理を恒常的に使うべきかというところの判断と、作業を常にやり続ける

ことのコストとの関係で、どこまでベネフィットがあるのかというのは、私は現時点では

疑問に思うので、これは今回のコロナの期間、ある程度収束するまでの影響の範囲内で考

えた方がいいのではないかなと思います。 

 もし恒常的にやるのであれば、もう少し長期の時系列で、平時においてもした方がいい

ということを検証した方がいいのではないかなという気はします。 

 それから、あえて言えば、今回のトライアルがよかったのかどうかというのは、最終デ

ータで検証するだけではなくて、リアルタイムデータで、そのときまでのデータでどうい

うふうに公表結果と違ったのかということを検証することも必要ではないかなと思います。 

 ２番目は、基本的にこういう方向性で異論はありません。 

 あと、Ⅲについても、基礎統計がないところの３か月の処理というのは、特殊処理でパ

フォーマンスがいいものは積極的に普通の補外処理としていくという方針は、僕は積極的

にやった方がいいと思いますので、これも是非引き続き検討していってほしいと思います。 

 取りあえず以上です。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 滝澤専門委員、お願いします。 

○滝澤専門委員 ありがとうございます。御説明ありがとうございます。少しよく分かっ

ていないので、質問させていただければと思うのですけれど、Ⅰの季節調整のところで、

Additive Outlierを入れたのが、2020年の第２四半期と第３四半期ということでしょうか。 

○多田内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 すみません、事例と一般論が交じっ

て少し分かりにくいところがあったかと思います。改めて御説明をしたいと思います。ま

ず、2020年１－３月期以降の当時のＱＥ、速報期間においては、とにかく幅広い需要項目

についてAdditive Outlierを毎期入れるという処理をしていました。去年の年末に、一応

ある程度データが蓄積しましたので、その時点でダミーというものの妥当性を検証して、

変更しました。 

 輸出のケースにおきますと、それまでずっとＡＯダミーを置き続けていたのですけれど

も、去年の年末以降の段階で見直した結果として、2020年のＱ２とＱ３にＡＯダミーが残

るという形に変更されました。系列によっては、例えば、非居住者家計の直接購入、いわ

ゆるインバウンド消費に当たるものなのですけれども、ＡＯダミーを2020年Ｑ１から置き

続けているという形でおりましたけれども、去年の年末の検証の結果としては、最初の期

はＡＯですけれども、その後はレベルシフト、ＬＳという形に変更するというような形に

なってございます。それは系列によって少し異なる形となってございます。 

○滝澤専門委員 なるほど。分かりました。私の単純な興味ですけれど、５ページ目を拝

見すると、第２回の緊急事態宣言のときとか、例えば財貨の輸出に関しては置かれていな

いという理解ですよね。第１回のショックがすごく大きくて、第２回、第３回は特にＡＯ

というのは置いていないという理解でよろしいでしょうか。 
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○多田内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 輸出になりますので、海外での状況

というのが大きい、海外がロックダウンということで、2020年当初に日本に比べますとあ

る程度強制的な形でのロックダウン等が行われましたので、そこのショックが大きかった

ということかとは思います。 

○滝澤専門委員 それで、もう１点だけ。こういうふうにＡＯで置かれるということと、

今後はショックが減衰するような形での調整とか、いろいろ今後考えられていくというこ

とでしょうか。 

○多田内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 先ほどの例で言いますと、一つは、

インバウンド消費でございます。先ほど申し上げたように、感染拡大後は日本に人が入っ

てこなくなった状態になりまして、それをＬＳという形でダミーとして置いているわけで

すけれども、今後、水際対策の緩和などが行われていきますと、どれぐらいのスピードか

というのは別として、正常化してまいります。まずはＡＯを置いて、後で振り返ってまた

別のダミーになるのかというのはともかくとしまして、そういう対応を行っていく必要が

あるかと思います。その時々のＱＥでＡＯが入るかどうかというのを検証して入れたいと

いうのが、私どもの趣旨でございます。 

○滝澤専門委員 分かりました。ありがとうございます。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 引き続きまして、菅委員、お願いします。 

○菅委員 菅でございます。大変興味深い発表で、大変面白かったです。 

 特殊補外のところで、サービス産業動向調査を早期化することは重要だということを御

指摘くださったのですけれども、大変重要な指摘で、どの統計を早期化すれば、ここのと

ころがよくなるという指摘は、是非ポイントアウトしていただきたいと思います。例えば

特殊補外で苦労しているのだけれども、これが少し早期化すると本当に違うというのは、

事前に知っていると統計の改善の視点になるので、是非言っていただきたいと思います。 

 今回、特殊補外という形で特別に出されたと思うのですけれども、こういうのが多分た

くさんあるだろうと思うので、是非機会があれば、遠慮なくおっしゃっていただけたらと

思います。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 山澤臨時委員、お願いします。 

○山澤臨時委員 ６ページに関して、大きな経済変動が事前に分からないかもしれないの

で、遂次的に予測するということで、これは仕方がないと思います。例えば2020年の７－

９月期のときは、前期を起点としたところから予測するということですが、普通にＡＲＩ

ＭＡモデルとかで考えると、４－６月期まで落ち込んでいるので、その次も落ち込みそう

ですけれど、なぜこのモデルは予測値が反転できているのでしょうか。そんなＡＲＩＭＡ

モデルはないと思いますが、どういうメカニズムですか。 

○多田内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 ありがとうございます。当研究所の

担当課長から補足説明があればお願いいたします。 

○山岸内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部国民生産課長 この論文の共同執筆にも
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名前を入れております山岸と申します。 

 ４－６月期に、確かに下にはみ出ているのですけれども、この期にＡＯダミーが入りま

すので、結局、この期の数字は、ある意味、一旦イレギュラー値として入れられて、そこ

から予測するという形になりますので、あたかもこの４－６月期がなかったような前提で

予測されているので、７－９月期がそのまままた上に上がっています。７－９月期につき

ましても、同じく外れているので、ＡＯダミーを入れるので、４－６月期、７－９月期が

これだけ外れていなかったと予測された上で、10－12月期の予測がされる。ですので、10

－12月期から予測したところになると、この予測系列がより縮まってくるというような傾

向になっているものだと承知しております。 

 以上でございます。 

○福田部会長 よろしいでしょうか、山澤臨時委員。 

○山澤臨時委員 分かりました。そうすると、ダミーで処理した系列があって、そこから

伸ばしたということになっているということですね。 

○山岸内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部国民生産課長 そうでございます。 

○山澤臨時委員 ありがとうございます。 

○福田部会長 では、引き続き小巻専門委員、お願いします。 

○小巻専門委員 季節調整のところで、今回例として挙げられているのが財貨の輸出です。

論文は拝見していないので分からないですが、消費が一番影響として大きかったと思うの

ですが、消費についても、輸出と同じような傾向が出ているから、輸出を用いたのでしょ

うか。ここで例として財貨の輸出を用いているのか。最初に資料を見たときに、少し奇異

に思いました。 

 一番結果として分かりやすいからこれを用いたのか、そうではなくて、最も影響を受け

ていると判断されて例として挙げているのか。資料として、説明上都合のいいものを持っ

てきたと言われかねないようなやり方かなと少し思ってしまいました。その点について、

ほかの項目の結果は、今回の輸出と同じものであったのかという点について、御教示いた

だけないでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○多田内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 ありがとうございました。資料の紙

幅の関係がありまして、分かりやすい例というのを掲げさせていただいたということでは

ございます。 

 御質問ございました関係ですけれども、例えば、消費ということで、耐久財の消費とい

うことになりますけれども、こちらについて、実質消費というものを見てまいりますと、

これは５ページ６ページの方法のいずれをとりましても、変更後ダミーと一致することを

確認いたしておりますので、大きな結論というのは変わらないと思います。 

 非耐久財の実質消費につきましては、５ページの方法と変更後ダミーというのは一致を

しますけれども、逐次の場合は、１四半期、ダミーを置く期が少なくなるということで、

そこの違いは出るといった面はございます。 

 あとは、サービスの消費、持ち家の帰属家賃とかを除くものですけれども、これは先ほ

どのインバウンドにも似ているのですけれども、５ページ、６ページの方法いずれをとっ
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ても、とにかくＡＯダミーを毎期入れ続けるというような形になります。結果として、去

年の７－９月期の２次ＱＥの際には、最初の期にＡＯダミーが入って、その後、ＴＣとい

う減衰的外れ値、こちらの方に変更されるということですけれども、ここも大きなメッセ

ージとしては変わらないのかなと思っております。 

○福田部会長 よろしいでしょうか、小巻専門委員。 

○小巻専門委員 今の説明で理解はできるのですが、やはり資料として、例えば６ページ

のように同じような図表を載せるページがあってもいいのかなと思いました。 

 以上でございます。 

○福田部会長 今後、資料をそろえる際には、御検討くださいということです。 

 櫨委員、お願いします。 

○櫨委員 櫨でございます。先ほど白塚委員から、毎期ダミーを入れるかどうかをチェッ

クする必要はなくて、何か異常が起こったときだけやればいいのではないかというような

御意見があったのですけれども、確かに手間がかかるので、それも一つの考え方かなとは

思います。一方、やはり統計を作る人が、これは異常な事態だと判断するというのも、や

やどうかなというのもあって、95％という信頼区間から外れたらダミーを入れるというル

ールをあらかじめ示しておくというのは、客観的なので、あらぬ疑いを持たれないという

意味でもいいのではないかという気がします。私は、作業したことがないので分からない

のですけれども、内閣府の方法で、すごく手間がかかるのかどうか。手間があまりかから

ないのであれば、客観的でいいのではないかなという感想を持ったのですけれど、どれぐ

らい手間がかかるものなのか、教えていただければというふうに思います。 

○多田内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 ありがとうございました。もちろん

手間がゼロかと言われますと、そういうことはありませんで、当然、この検証作業という

追加作業は出てくるのですけれども、何か公表のタイミングを遅らせるような禁止的に高

いコストが発生するということもございませんし、一応、マネージャブルな範囲での手間

というふうには考えてございます。 

○櫨委員 ありがとうございます。そんなに負担感がないのであれば、私はどちらかとい

うと、客観的であまり批判を招かないという意味で、あらかじめ何か客観的なルール定め

た方が、今回なぜダミーを入れたのかというあらぬ疑いを受けることもないと思うので、

この方が望ましいのではないかという気がいたします。 

○福田部会長 ありがとうございました。 

 白塚委員、再度でしょうか。 

○白塚委員 私はやはり平時から常にこのoutlierの処理を続けるというのは、現時点で

は反対です。もしどうしてもこれをやりたいのであれば、過去の時系列をずっと遡って、

平時にもやった方がいいという結果をきちんと示してもらえれば、それでも構いません。

ただ、やはり異常値処理ですから、それを平時からのべつ幕なしに組み込むということに

ついては、やはりもう少し慎重に考えた方がいいというのが私の考え方です。よろしくお

願いします。 

○福田部会長 お二人のお話も含めて重要な話で、私も重要な問題だと思うのですが、ま
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ず、当面どうするかという話と、今後どうするかという話と両方あるとは思います。当面

の話は、今日御提案いただいた方法で処理していただいて、今後どうするかということに

関しては、この部会も含めて少し時間をかけて検討していただくということがいいのでは

ないかなと思っております。櫨委員の御意見も、白塚委員の御意見もそれぞれごもっとも

だとは思います。あと、個人的に言うと、やはりコロナ禍の季節性の変化と、ほかのとき

の季節性の変化とでは、経済学的にはメカニズムが全く違うと考えられますので、そうい

う点も含めてどうしていくのがいいのかは今後の課題だと思います。そういう意味では、

櫨委員の言われるように、恣意性が入らないようにするというのが一つだとは思いますし、

ただ、もう一つは、明らかに変わっているのに、それを完全に無視してやるのがいいのか

というのも両方難しい問題があります。白塚委員がおっしゃるように、長期時系列的なも

のも含めて、内閣府には、今後の対応に関しては少し検討を深めていただくのがいいので

はないかなと思います。 

 斎藤専門委員、お願いします。 

○斎藤専門委員 私も今の同じ話で意見を申し上げますけれども、白塚委員のおっしゃる

ことは理解できるのですが、平時かどうかの判断が難しいので、やはり客観的な統計的な

処理をした方が私は望ましいと思います。コロナは明らかに異常時だと思いますが、ほか

にもいろいろなことが起こり得るわけで、そのときに平時かどうかという判断が非常に難

しいので、こういう方法は適当だと思います。 

 例えば、今が平時かと言われたらどうでしょうか。コロナが始まったときのショックと

いうのは誰でも分かりますけれども、どこで終わったという判断をどうやってするのでし

ょうか。人によって判断が変わってきてしまうので、絶対的に正しいかどうかは別として、

統計的に処理した結果、異常値が出たというところで、淡々と処理をするというのが私は

正しいと思います。今回の内閣府のやり方を私は支持します。 

 以上です。 

○福田部会長 川﨑委員、お手が挙がっていた気がしますけれどもいかがでしょうか。 

○川﨑委員 川﨑です。私も実は今、お二方の御発言にあったような、異常値を恣意的に

判断しないで、ある程度客観的な基準で判断する方が、統計のユーザーの目から見ても合

理的であろうと思います。 

 以上です。 

○福田部会長 新家専門委員、お願いします。 

○新家専門委員 新家です。今後の方針のところで、今後可能なＱＥのタイミング以降に

おいてと書いてありますが、いつからと考えられているのか。次回以降すぐにでもという

イメージなのか、それとも、先ほど白塚委員がおっしゃったような、平時でもそれが適当

なのかを検討して、ある程度まとまってから対応していこうと考えられているのかという

ことを教えていただけないでしょうか。 

○多田内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 ありがとうございました。すみませ

ん、御議論を踏まえて、タイミングを考えていこうかと思っておりましたので、今の段階

でいつからという形では、お答えできるものはございません。 
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 先ほど部会長から御示唆があったように、当面、今回御提起させていただいたやり方を

採用するということで、この部会として一旦御了解をいただければ、できるだけ直近から

やっていきたいなとは思っていますが、そのルールをいつやめて通常時に戻すかとか、そ

こは御議論が様々ございましたので、今日の御議論を踏まえて考えさせていただいて、い

ずれにしても、導入する際は、きちんと事前にユーザーの皆様には周知、コミュニケーシ

ョンさせていただくということは考えております。 

○福田部会長 白塚委員、お願いします。 

○白塚委員 今のコロナの影響を、いつまで調整し続けるのかという意味では、当面この

方法で考えることに私は反対しません。ただ、それを普通の状況に戻った後、新しいショ

ックについて逐次こういう方法で対応していくのかということについては、もう少しきち

んと検討した方がいいと思います。そこは少し違う次元の問題だと思いますので、切り分

けて考えていただいた方がいいかなと思います。一旦起こったショックについて、どこま

でその影響を考えなくてはいけないのかを考える上では、客観的にやった方がいいと思い

ますから、こういうやり方はあり得ると思います。ただ、次に起こるショックに対してど

こまでこういうことをやるべきなのか。outlierが外れたら、何かよく分からないけれど起

こったショックみたいなものを、こういう方法で調整した方がいいのかどうか、そういう

ことについてはもう少し慎重に考えた方がいいのではないかなということを申し上げてい

るということです。よろしくお願いします。 

○福田部会長 ありがとうございます。いずれにしても、長期的な問題は別途、議論する

機会を設けるということで、少なくとも今回の件に関して御了解いただき、長期的にどう

するかは、今後の課題という形にするのがいいのではないかなと思います。 

 菅委員、お願いします。 

○菅委員 先ほど１つ言い忘れたのですけれども、信頼区間を95％で設定していらっしゃ

るのですね。95％ということは、20回に１回は起こり得ると言っていることだと思うので

すけれども、四半期の場合、20回というと５年間となります。５年間に１回起こり得ると

いうのは、頻度として少し高いかなと感じました。ただ、例えば10年に１回と設定すると、

多分７－９月期が異常値ではなくなってしまうので、少し微妙だなと思っていたのですけ

れども、信頼区間の解釈を少し詰めないと、例えば100年に一度の出来事なのか、30年に一

度の大事件なのかとか、そういう異常値の評価に関わってくるので、信頼区間を何％とす

るのかというのは少し検討した方がいいようにも思いました。 

 以上です。 

○福田部会長 ありがとうございます。これも長期的な今後の長い目で見た課題の問題提

起だと思いますので、内閣府の方で御検討をよろしくお願いいたします。よろしいでしょ

うか。 

○多田内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 様々な御意見を賜りまして、誠にあ

りがとうございました。今回、季節調整の異常値処理の方法について、コロナ期間のやり

方が果たしてよかったのかということについては、一度御議論いただきたいと私どもも少

し悩んできたところがございますので、大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとう
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ございました。 

○福田部会長 よろしいでしょうか。皆様からたくさん御意見をいただきました。基本的

には、今回の対応に関しては御了承いただいたのではないかと思います。季節調整に関し

ては、今後また改めて中長期的な問題は検討していただくことにしたいと思います。 

 あと、菅委員から御意見いただいたことですけれども、今後も内閣府から特殊補外等で

必要な基礎データについて、どういうデータが必要なのかということを是非とも御意見を

いただきたいということを御提案いただいたし、私もそのとおりだと思います。そういう

ことも踏まえて、今日御提案いただいたことを御了承いただくということでよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○福田部会長 特に反対ないようですので、そのようにさせていただきたいと思います。 

 それでは、引き続き議事２「ＱＥにおける供給側推計品目の細分化等について」です。

前回４月のＳＮＡ部会において、委員から、細分化を行った場合とそうでない場合の精度

比較について、複数年分を検証する必要があるとの御意見をいただきました。それに対す

る検証結果となります。 

 それでは、内閣府から御説明をお願いいたします。 

○多田内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 資料２に基づきまして御説明申し上

げます。 

 まず、１ページでございます。ＱＥにおける供給側推計の品目細分化、これまで本部会

におきまして御議論いただいてまいりました。これまで御報告して御了承いただいた方針

というのは、大きく２段階で進めるということです。同じことは第１ワーキンググループ

でも御説明申し上げましたけれども、まず、第１段階は、今年の年末、具体的には年次推

計を取り込む７－９月期２次ＱＥ以降ということで、実行可能な品目についてまずは細分

化を行うというものです。第２段階としては、※印で書きましたけれども、より広範な形

で細分化ということで、次の基準改定を目指していくということでございます。この２段

階方針で進めるということでございます。本日は１段階目の御報告ということになります。 

 先ほど部会長からございました、４月の本部会におきまして、家計消費について１兆円

を上回る小分類というものを抽出して、細分化実行可能なものを洗い出しました。それが

※印に掲げている各種の品目になります。 

 その際に、2019年で事後的に分かる年次推計と、細分化した場合と、現行の細分化して

いない場合の速報というものがどれぐらいかい離するのか検証を行いまして、先ほど部会

長からもございましたように、複数年追加ということで、今回、パフォーマンスの検証を

行いまして、今年年末から細分化する予定の品目をお示ししたいと考えてございます。 

 ３つ目のパラグラフの※印です。前回、基礎統計の制約で少し検討から外れますと申し

上げたもののうち、通信につきましては、その後、基礎統計のサービス産業動向調査の所

管省庁である総務省と議論させていただきまして、基礎統計の利用のめどが立ちましたの

で、細分化の検討対象として追加をいたした次第でございます。これは後ほど補足をいた

します。 
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 こうした細分化も踏まえまして、家計消費における需要側推計値と供給側推計値の統合

比率の再推計も行いましたので、その結果を後ほどお示しいたします。 

 ２ページ目です。検証ということで、４月の部会と基本的に同じやり方でございます。

細分化を行った場合の速報的な推計値と、細分化を行わない現行の供給側の推計値につき

まして、事後的に分かる年次推計との関係を整理したものでございます。 

 右端に赤枠で絶対値平均の欄を設けておりますけれども、①から⑪が検討対象の品目と

いうことで、右端にもその番号を記載しております。例えば、家計消費の列で御覧になっ

ていただきますと、マーカーが付いているところがより年次推計に近いということで、上

段が現行のやり方、下段が細分化した場合のやり方ということなのですけれども、例えば、

前回もなかなか厳しいと申し上げていましたけれども、⑥なめし革・毛皮・同製品、ある

いは⑦その他の製造工業製品というのは、やはり少しパフォーマンスは厳しいかなと思っ

ておりますし、あと、④衣服・身の回り品につきましても、同様に、なかなか今回すぐに

導入するのは難しいかなということでございまして、それを除く８つの品目について今般

細分化することといたしております。 

 ３ページでございます。最初の議題の特殊補外の際に申し上げましたけれども、具体的

には、と畜・畜産食料品やその他幾つかの食料品、民生用電気機器、通信、放送、その他

のサービスということで、８つの品目でございます。これらにつきまして、今年の年末か

ら細分化ということで実施したいと考えています。 

 現在の供給側推計ですけれども、いわゆる91の小分類がありまして、既に細分化してい

るものもありますので、計140の品目ということで推計をしておりますけれども、今般24品

目を追加することによりまして、約170弱の品目に拡大する形で、第１段階の細分化を実施

してまいりたいと考えてございます。 

 通信ですけれども、先ほど申し上げました件の補足でございます。通信の場合は、コモ

ディティ・フロー法の６桁の中で、固定電気通信、移動電気通信、電気通信に附帯するサ

ービスということで年次の推計をしているのですけれども、ＱＥの段階で細分化できない

かということで、サービス産業動向調査を御担当されている総務省にもいろいろお願い

等々させていただきました。今般、基礎統計の利用にめどが立ったということで、対象に

追加した次第でございます。 

 具体的には、サービス産業動向調査の通信分類の中で、固定電気通信と移動電気通信と

いう２つの分類につきましては、いわゆる悉皆調査でございまして、交渉の結果、総務省

から調査票情報を御提供いただくということのお許しをいただきまして、内閣府でこれを

独自集計した値を、速報段階で活用していくことを予定いたしております。 

 放送につきましても、実は公共放送とそれ以外の放送というのがあるのですけれども、

公共放送につきましては、御案内のとおり１社でございまして、悉皆調査ということにな

りますので、そこも同じように、総務省から御提供いただいて集計したものを活用してい

くことを考えている次第でございます。 

 次のページとその次のページに、細分化した場合にどういう基礎統計を利用することに

なるのかという情報をお示しいたしております。これらの情報は、年末に先立つ適切なタ
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イミング、11月中をめどに、四半期速報の推計手法解説書に記載をして公表してまいりた

いと考えてございます。 

 ４ページ５ページが、今回どういう細分化品目になるのか、現行のＱＥに比べて、真ん

中の赤枠でどういう基礎統計を採用していくのかということで、例えば５ページになりま

すけれども、先ほど申しました通信の固定、移動電気通信につきまして、サービス産業動

向調査の調査票情報を活用させていただいて集計させていただく。３つ目の電気通信に附

帯するサービスにつきましては、通信全体からその２つを差し引くことで求めて、それを

速報の推計の中で活用していくといったやり方でございます。 

 残りにつきましては、前回御説明したのと大きくは変わっていないということになりま

す。以上がどういう基礎統計を利用するかということになります。 

６ページでございます。冒頭申し上げましたように、今回の結果を踏まえまして、国内

家計最終消費支出につきまして、現行の統合比率のやり方に当てはめまして、統合比率と

いうのを再推計いたしました。 

 結果として、右下の表にありますけれども、αというのが需要側推計値の比率というこ

とになります。現行は26.2％ですが、再推計の結果、25％台ということで、若干低下する

形となってございまして、この統合比率を今後の年末以降のＱＥの推計に活用させていた

だきたいと考えてございます。 

 冒頭申し上げましたとおり、これはあくまで第１段階の細分化ということで、第２段階、

次の基準改定に向けまして、より広範な形で可能な範囲というものを洗い出して細分化を

進めてまいりたいと思っていますので、さらなる改善ということには引き続き努めてまい

りたいと考えてございます。 

 私からの説明は以上となります。 

○福田部会長 ありがとうございました。 

 ただ今の点、御質問ございますでしょうか。 

 山澤臨時委員、お願いします。 

○山澤臨時委員 ２ページの表についてお伺いします。衣服・身の回り品については、今

回は細分化から外れるということですが、金額も大きく重要そうです。中身を見ると、2017

年に細分化した場合の家計消費のマイナス0.21というのがほかに比べて誤差が非常に大き

いので、この影響が大きそうです。６品目を調べていけば原因が分かって改善できそうで

すが、いかがでしょうか。 

○多田内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 ありがとうございます。衣服・身の

回り品につきましては、もともとの考え方では、６つぐらいの小品目、細分化品目に分け

ていこうと考えていたのですけれども、例えば、織物製衣服とかニット製衣服というのは、

ある程度基礎統計がある世界ですが、その他の衣服・身の回り品という項目になりますと、

しっかり当てられる基礎統計がなかなかないということで、その辺の影響が出ているので

はないかというのが現段階の推測ではございます。先ほど申しました、今回これをやらな

かったから次回の第２段階で衣服・身の回り品を検討から外すという意味ではございませ

んで、引き続きどういったものが利用できるかどうか、改善ができないかということは考
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えたいと思っています。 

○山澤臨時委員 分かりました。衣服の方は結構把握できそうな気がするので、衣服と身

の回り品を分けるといいのかなと思いました。 

 以上です。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 伊藤委員、お願いします。 

○伊藤委員 どうもありがとうございました。先ほどの山澤臨時委員のコメントと少し似

たような話ですけれども、その他の食料品というのは、細分化に含めるということですよ

ね。絶対値平均を見ると、確かに細分化した方が誤差が小さくなっているというのは分か

るのですけれど、年によって現行がよかったり、細分化がよかったりというのが交互して

いまして、かい離の絶対値も結構ブレが大きいように思います。ブレが大きいことに注意

すべきではないか、どういったところにこのブレの問題点があるかなど、少し分析されて

いたら教えていただきたいです。 

 あと、コメントとしては、通信が細分化による改善の絶対値が大きいため、通信を入れ

られるということはよいと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 内閣府から何かございますでしょうか。 

○多田内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長 ありがとうございました。その他の

食料品は、計７つぐらいの細品目に分かれていくわけでございますけれども、例えば、糖

類ですとか、油脂、あるいは調味料、そういったものは、数量と価格についてある程度当

てられる基礎統計があるということでございまして、その辺は確度が高いのかなと思って

います。一方で、冷凍調理食品、レトルト食品、そう菜・すし・弁当、あるいはその他の

食料品になりますと、今回いろいろ精査をして、可能な限りその分類に含まれる品目を当

てて、物価はＣＧＰＩという企業物価指数がございまして、ある程度、整合的なものは当

てられるのですけれども、カバーに限界がある品目がございますので、そういったところ

が影響している可能性がございます。ただ、できるだけ細分化を進めていくという方針で、

この部会の中でも御議論いただいてまいりましたので、今回はこの基準に基づいて細分化

する品目というのを採用させていただきました。 

 当然、不断に見直しはしていかなければいけないと思っていまして、第２段階の中で、

細分化した場合の品目について、より良い形で当てられる統計が出てくるという可能性も

ございますし、やり方の工夫ということもございますので、そこはまた改めて検討したい

と考えてございます。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。ほかにいらっしゃいますでしょうか。 

 いろいろな御意見をいただきました。内閣府においては、本年末実施予定の供給側推計

品目の細分化の第１段階としては、今日いただいた内容で進めていただき、御指摘を踏ま

えて、第２段階に向けては更に検討を進めて、改めて本部会に御報告いただくという方向
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で進めさせていただくということでよろしいでしょうか。幾つか指摘された点はあったと

思いますので、第２段階には少し課題があるということで、それを引き続き御検討いただ

くという形でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○福田部会長 御異論ないようですので、それでは、そのようにさせていただきたいと思

います。 

 本日御用意した議題は以上でございます。本日御審議いただいた内容については、11月

の統計委員会に報告させていただきたいと思います。 

 次回部会の開催日程について、事務局から御連絡をお願いいたします。 

○宮川総務省統計委員会担当室主査 次回の予定は未定です。詳細が決まりましたら、改

めて御連絡いたします。 

○福田部会長 ありがとうございます。 

 それでは、以上をもちまして、本日の部会は終了といたします。長時間ありがとうござ

いました。 

 


